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第１５号議案 

   桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 桶川市職員の給与に関する条例（昭和３０年桶川市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の表示

及びそれに対応する改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）

の表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の項を当該改正

後の項とする。 

 (2) 次の表中、改正前の欄の表に対応する改正後の欄の表が存在しない

場合にあっては、当該改正前の欄の表を削る。 

 (3) 次の表中、改正後の項に対応する改正前の項が存在しない場合にあ

っては、当該改正後の項を加える。 

 (4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正

後の欄の下線が引かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合

を除く。  

改正前 改正後 

(通勤手当) (通勤手当) 

第10条 略 第10条 略 

(2) 通勤のため自転車その他交通の用

具で市規則で定めるもの (以下「自転

車等」という。 )を使用することを常

例とする職員 (交通機関等を利用しな

ければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であつて、交通機関

等を利用しないで徒歩により通勤する

ものとした場合の通勤距離が片道 2キ

ロメートル未満であるもの及び第 3号

に掲げる職員を除く。) 

(2) 通勤のため自動車その他交通の用

具で市規則で定めるもの (以下「自動

車等」という。 )を使用することを常

例とする職員 (交通機関等を利用しな

ければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であつて、交通機関

等を利用しないで徒歩により通勤する

ものとした場合の通勤距離が片道 2キ

ロメートル未満であるもの及び第 3号

に掲げる職員を除く。) 

(3) 通勤のため交通機関等を利用して

その運賃等を負担し、かつ、自転車等

(3)  通勤のため交通機関等を利用して

その運賃等を負担し、かつ、自動車等
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を使用することを常例とする職員 (交

通機関等を利用し、又は自転車等を使

用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であつて、交

通機関等を利用せず、かつ、自転車等

を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道 2キロ

メートル未満であるものを除く。) 

を使用することを常例とする職員 (交

通機関等を利用し、又は自動車等を使

用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であつて、交

通機関等を利用せず、かつ、自動車等

を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道 2キロ

メートル未満であるものを除く。) 

2 略 2 略 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の

区分の欄に掲げる職員の区分に応じ、

支給単位期間につき、同表の支給額の

欄に掲げる額 (定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員 (桶

川市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 (平成 26年桶川市条例第 4号 )

第 9条に規定する任期付短時間勤務職

員をいう。以下同じ )のうち、支給単

位期間当たりの通勤回数を考慮して市

規則で定める職員にあつては、その額

から、その額に市規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位

期間につき、66,400円を超えない範囲

内で自動車等の使用距離の区分に応じ

て市規則で定める額 (定年前再任用短

時間勤務職員、育児短時間勤務職員等

及び任期付短時間勤務職員 (桶川市一

般職の任期付職員の採用等に関する条

例(平成26年桶川市条例第4号)第 9条に

規 定 す る 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を い

う。以下同じ。 )のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して市規則

で 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 か

ら、その額に市規則で定める割合を乗

じて得た額を減じた額) 

区分 支給額 

自転車等の使用距離が片道2キロメートル

以上5キロメートル未満である職員 

2,000円 

自転車等の使用距離が片道5キロメートル

以上10キロメートル未満である職員 

4,200円 

自転車等の使用距離が片道10キロメートル

以上15キロメートル未満である職員 

7,300円 

自転車等の使用距離が片道15キロメートル

以上20キロメートル未満である職員 

10,400円 

自転車等の使用距離が片道20キロメートル

以上25キロメートル未満である職員 

13,500円 

自転車等の使用距離が片道25キロメートル

以上30キロメートル未満である職員 

16,600円 
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自転車等の使用距離が片道30キロメートル

以上35キロメートル未満である職員 

19,700円 

自転車等の使用距離が片道35キロメートル

以上40キロメートル未満である職員 

22,800円 

自転車等の使用距離が片道40キロメートル

以上45キロメートル未満である職員 

25,900円 

自転車等の使用距離が片道45キロメートル

以上50キロメートル未満である職員 

29,100円 

自転車等の使用距離が片道50キロメートル

以上55キロメートル未満である職員 

32,300円 

自転車等の使用距離が片道55キロメートル

以上60キロメートル未満である職員 

35,500円 

自転車等の使用距離が片道60キロメートル

以上である職員 

38,700円 
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3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、

自動車等の駐車のための施設 (その所在

地及び利用形態が市規則で定める要件を

満たすものに限る。第1号及び第7項にお

いて「駐車場等」という。 )を利用し、

その料金を負担することを常例とするも

の(市規則で定める職員を除く。)の通勤

手当の額は、前項の規定にかかわらず、

次 の 各 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 の 区 分 に 応

じ、当該各号に定める額とする。  

＿ _ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1)  駐車場等に係る通勤手当  支給単

位期間につき、 5,000円を超えない範

囲内で 1か月当たりの駐車場等の料金

に相当する額として市規則で定める額  

＿ _ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2)  前号に掲げる通勤手当以外の通勤

手当 前項の規定による額  

 4  運賃相当額をその支給単位期間の月数

で除して得た額(交通機関等が2以上ある

場合においては、その合計額)、第2項第

2号に定める額をその支給単位期間の月

数で除して得た額及び前項第 1号に定め

る額の合計額が 150,000円を超える職員

の通勤手当の額は、前 2項の規定にかか
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わらず、当該職員の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、 150,000円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額とする。 

3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定

める通勤手当にあつては、市規則で定め

る期間 )に係る最初の月の市規則で定め

る日に支給する。 

5 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定

める通勤手当にあつては、市規則で定め

る期間)に係る最初の月(当該月に通勤手

当を支給することが困難な場合として市

規 則 で 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 翌

月)の市規則で定める日に支給する。 

4 略 6 略 

5  こ の 条 に お い て 「 支 給 単 位 期 間 」 と

は、通勤手当の支給の単位となる期間と

して 6箇月を超えない範囲内で 1箇月を単

位として市規則で定める期間 (自転車等

に係る通勤手当にあつては、 1箇月 )をい

う。 

7  こ の 条 に お い て 「 支 給 単 位 期 間 」 と

は、通勤手当の支給の単位となる期間と

して 6か月を超えない範囲内で 1か月を単

位として市規則で定める期間 (自動車等

及 び 駐 車 場 等 に 係 る通 勤 手 当 に あ つ て

は、 1か月 )をいう。 

6 略 8 略 

(時間外勤務手当) (時間外勤務手当) 

第13条 略  第13条 略  

4  正規の勤務時間外の勤務又は割振り変

更前の正規の勤務時間を超える勤務をす

ることを命ぜられ、正規の勤務時間外に

した勤務(勤務時間、休日等条例第3条第

1項、第 4条及び第 5条の規定に基づく週

休日における勤務のうち市規則で定める

も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。 )の時間及び割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務の時間 (市規

則で定める時間を除く。 )を合計した時

間が 1箇月について 60時間を超えた職員

には、その60時間を超えて勤務した全時

間に対して、第 1項 (第 2項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。 )又は

前項の規定にかかわらず、勤務 1時間に

4 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変

更前の正規の勤務時間を超える勤務をす

ることを命ぜられ、正規の勤務時間外に

した勤務(勤務時間、休日等条例第3条第

1項、第 4条及び第 5条の規定に基づく週

休日における勤務のうち市規則で定める

も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。 )の時間及び割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務の時間 (市規

則で定める時間を除く。 )を合計した時

間が 1か月について 60時間を超えた職員

には、その60時間を超えて勤務した全時

間に対して、第 1項 (第 2項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。 )又は

前項の規定にかかわらず、勤務 1時間に
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つき、第 16条に規定する勤務 1時間当た

りの給与額に、正規の勤務時間外にした

勤 務 に 係 る 時 間 に あ つ て は 100 分 の

150(その勤務が午後10時から翌日の午前

5時までの間である場合は、100分の175)

を、割振り変更前の正規の勤務時間を超

えてした勤務に係る時間にあつては 100

分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計

額を時間外勤務手当として支給する。  

つき、第 16条に規定する勤務 1時間当た

りの給与額に、正規の勤務時間外にした

勤 務 に 係 る 時 間 に あ つ て は 100 分 の

150(その勤務が午後10時から翌日の午前

5時までの間である場合は、100分の175)

を、割振り変更前の正規の勤務時間を超

えてした勤務に係る時間にあつては 100

分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計

額を時間外勤務手当として支給する。  

(期末手当) (期末手当) 

第17条の4 期末手当は、6月1日及び12月 1

日 (以下この条から第17条の6までにおい

てこれらの日を「基準日」という。 )に

それぞれ在職する職員に対して、それぞ

れ基準日から起算して15日を超えない範

囲内において市規則で定める日 (次条及

び第 17条の 6においてこれらの日を「支

給日」という。 )に支給する。これらの

基準日前 1箇月以内に退職し、又は死亡

した職員(第18条第6項の規定の適用を受

け る 職 員 及 び 市 規 則 で 定 め る 職 員 を 除

く。)についても、同様とする。  

第17条の4 期末手当は、6月1日及び12月 1

日 (以下この条から第17条の6までにおい

てこれらの日を「基準日」という。 )に

それぞれ在職する職員に対して、それぞ

れ基準日から起算して15日を超えない範

囲内において市規則で定める日 (次条及

び第 17条の 6においてこれらの日を「支

給日」という。 )に支給する。これらの

基準日前 1か月以内に退職し、又は死亡

した職員(第18条第6項の規定の適用を受

け る 職 員 及 び 市 規 則 で 定 め る 職 員 を 除

く。)についても、同様とする。  

2  期末手当の額は、期末手当基礎額に、

100分の 126.25を乗じて得た額に、基準

日以前 6箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。  

2  期末手当の額は、期末手当基礎額に、

100分の 126.25を乗じて得た額に、基準

日以前 6か月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。  

(1) 6箇月  100分の100 (1) 6か月  100分の100 

(2) 5箇月以上 6箇月未満 100分の80 (2) 5か月以上 6か月未満 100分の80 

(3) 3箇月以上 5箇月未満 100分の60 (3) 3か月以上 5か月未満 100分の60 

(4) 3箇月未満 100分の30 (4) 3か月未満 100分の30 

第17条の5 略  第17条の5 略  

(3) 基準日前 1箇月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日ま

(3) 基準日前 1か月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日ま
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での間に離職した職員(前2号に掲げる

者を除く。 )で、その離職した日から

当該支給日の前日までの間に拘禁刑以

上の刑に処せられたもの  

での間に離職した職員(前2号に掲げる

者を除く。 )で、その離職した日から

当該支給日の前日までの間に拘禁刑以

上の刑に処せられたもの  

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第17条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月 1

日 (以 下 こ の 条 に お い て こ れ ら の 日 を

「基準日」という。 )にそれぞれ在職す

る職員に対し、基準日以前 6箇月以内の

期 間 に お け る そ の 者 の 勤 務 成 績 に 応 じ

て、それぞれ基準日から起算して15日を

超えない範囲内において市規則で定める

日に支給する。これらの基準日前 1箇月

以内に退職し、又は死亡した職員 (市規

則で定める職員を除く。 )についても同

様とする。  

第17条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月 1

日 (以 下 こ の 条 に お い て こ れ ら の 日 を

「基準日」という。 )にそれぞれ在職す

る職員に対し、基準日以前 6か月以内の

期 間 に お け る そ の 者 の 勤 務 成 績 に 応 じ

て、それぞれ基準日から起算して15日を

超えない範囲内において市規則で定める

日に支給する。これらの基準日前 1か月

以内に退職し、又は死亡した職員 (市規

則で定める職員を除く。 )についても同

様とする。  

(休職者の給与) (休職者の給与) 

第18条 略  第18条 略  

6 第 2項及び第 3項に規定する職員が、こ

れらの規定に規定する期間内で第17条の

4第 1項に規定する基準日前 1箇月以内に

退職し、又は死亡したときは、同項の規

定により市規則で定める日に、それぞれ

第2項、第3項の規定の例による額の期末

手当を支給することができる。ただし、

市規則で定める職員については、この限

りでない。  

6 第 2項及び第 3項に規定する職員が、こ

れらの規定に規定する期間内で第17条の

4第 1項に規定する基準日前 1か月以内に

退職し、又は死亡したときは、同項の規

定により市規則で定める日に、それぞれ

第2項、第3項の規定の例による額の期末

手当を支給することができる。ただし、

市規則で定める職員については、この限

りでない。  

  

   附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年２月２０日提出 

桶川市長 小 野 克 典   

      提 案 理 由 
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 人事院勧告等に準じて、通勤手当の改定等をしたいので、この案を提出

するものである。 


